
公告 第 78号

令禾口7年6月 13日

公     生
回

分任契約担当官

陸上自衛隊木更津駐屯地

第316会 計隊木更津派遣隊長 高 野 淳
ドのとおリー般競争入札を実施するので、「入札及び契約′い得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

2入札参加資格
次のいずれかであること

全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がrヽ、B、 C、 D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3契約条r貞を示す場所
陸上自衛隊木更津駐屯地 第316会計隊木更津派遣隊事務室 (#762隊 舎 lF)及び
東部方面会計隊ウェブサイト(https://ww、 mOd go jp′ /gsdi/eae/kJke1/′ eain′′́lrldex html)

4説 明会及び入|し執行の日時場所
説明会日時場所 :実施しない。

入札日時場所  :令和7年7月 1日 (火 )10時 30分 第316会計隊木更津派遣隊 入IL室

5保証金
入本L保訂E金 :免除 契約保証金 :免除

6落 IL決 定方式及び契約方式
落札決定方式 :グループ別総額 契約方式■ nt競争

7注意事項
(1)予 算決算及び会計令第70条の規定に該当しない音であること,なお、朱成年者、彼保た人又は被補助人であって、契約締結のた )́1■必要な同意を得
ている者は同条中、特別の理由がある場合に該当する

(2)予 算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者‐
(3)競 争参加資格 (全省庁統一資格 )「役務の提供等」の「D」 等級以上に格付|ナさオ|、 競争参加地域が関東・甲信越地域  の競争参加資格を有する者 ,

(競争参加資格の年度 :令和 7・ 8・ 9年度 )
(4)契約担当官等から指名停止の措置を受け

‐
(いる期間中でない者,(協 力者含む )

(5)防衛省大臣宮房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸 L幕僚長か|,「装備計I等及び役務の調達に係ろ指 71停 Jl等 の要領 Jに基づく指名停
止の措置を受けている期間中の者でないこと,

(6)前 号にたりF見に指名停 ILを受けている者と資本関係又は人的関係のル4者であ ,́て 、当該者と同種の物品の売買又は製造苦しくは役務請負について
防衛省と契約を行おうとする者でないこと,

(7)原即l、 現 11脂 名停止を受けていろ者の下請員に )́いては認 V)な い ただし、真11ゃ ど,ヽを得ない事山を該当する省指名序 11権 計が認めた場合11は 、二
の限りでない

(8)保証全1「 つtヽ こは免除ただし、落 |し者が契約4結 |ビ /tい ときit、 落IL金額υ)1()()分 ノヽ5以 上、契約者がその義務Jll′ itな しヽ Lき 1上契約金額の100',
の lol■ 11を i喜約令ヒして徴収する

8入 社の方法
「落 |し決 ,こに当た ,́ては、入札(見積)書に記載された金額に当該金額の100分の 10(軽減税率対象品日についてli 100分υ,8)|二 相ヽする額を加算し
た金額を1)´ )て落札価格とするので、入札(見積)静は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業静であるかを問わず、見積く,´ )た 金
額の 110分 ″)100(軽減税率対象品目に′)い ては 108分 の 100)|二 相当する金額を入社 (見積)書に記載すること J
9 入札の無効
本公告に示 した入本L参加に必要な資格のない者の した人札、入札条件に違反 した入札、入札金額が明瞭でない人札及び入本L者が誰で
あるか識別 しがたい人札は無効とする。

11契 約書υ)作成
(1)契約金額か50万円超えた場合は請書を、150′ブ円超えた場合は契約書を契約締結後遅滞なくf乍成する
(2)適用する条r頁
「役務請負契約条項」
「談合等υ,卜 li行 為に関する特約条項」
「暴力団排除11関する特約条項 J

12その他
(1)入札開始前に∠、ず「資格決定通知書 (写し)」 を提出すること,

(2)代理によろ入本L参加者は、入札時に「入札委任状」を提出すること,
(3)入札及び契約に関する詳細は、「入札及び契約心得」を閲覧すること,

(4)郵便による人札は令和7年6月 30日  15時 00分 までに、下記宛先まで必着とする.,
封書には、会社名、入札 日時、件名、グループ及び朱書で「入札書在中」と明記し、郵送すること。
また、事前に郵送による入札を行う旨の連絡を申し出ること,

(5)電信・電話・FAXによる入札は、不可とする。
(6)初度入札で最低入札価格が予定価格を下回らず再度入札となつた入本しで、郵便による入札参加があった場合、再度入社の日時については別示する .

(7)同等品を使用する場合、6月 25日  16時までに同等品申請をすること。
(7)本公告に関する問い合わせ : 〒2928510千葉県木更津市吾妻地先 陸上自衛隊木更津駐屯地

第316会 計隊木更津派遣隊契約班 谷山
TEL:0438-23-3411(内 線351)
FAX:0438-23-3411(内 線357交換切替 )

(8)仕様書に関する問い合わせ :GpA l輸送ヘリ群 上原 (内線281)
GpB業務隊厚生科 宇田川 (内線 746)

※FAX送信の際は、音声通話からのFAX切り替え、t)しくは電話で一報してからのFAX待 ち受けどちらかになります

可搬式整備作業台修理役務
仕様書のとおり

陸上自衛隊
木更津駐屯地

令和7年 12月 31日

体育館バスケットゴール設置役務 令「Π7年 7月 31日

′レーフ 1午 箔 規 格・単 位・数量 ■lll“



調達要求番号 :51GMlAZ0002

陸 上 自 衛 隊 仕 様 圭
自

物品番号 7523236 仕 様 書 番 号

件名 可搬式整備作業台修理役務

ヘ リ群-00004

14E成  令和 7年 6月 4 日

変更

第 1輸送ヘリコフター群

1総 則
1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊第 1ヘ リコプター団、第 1輸送ヘ リコプター群の保有する可搬

式整備作業台修理役務について規定するc

l.2 引用文書
この仕様書に引用する次の文書等は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書

の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする

a)仕様書
(〕 LT― CG― Z000001AA 陸上自衛隊装備品一般共通仕様書

1.3i直用器材

品   名 規   格 数   量 S/N

百1搬式整備作業台 7523236 4

NZl10718(ア ウ ー_7、 trン サ  )

NZ110719 (=2ン  トil―  ′し′ヽ一―ネス)

10154(=■ ント‐ ′レ′、一ネス)

07-000021(走 行■― ター )

重   量 作 業 高 全  長 全   幅

2800kg 10. 28m 3. 36m 1. 7nr

2 修理に関する要求
21 実施時期
日程等については官側と細部調整を実施する ()の とする。

22 修理作業実施場所
木更津駐屯地内で官側と請負業者と細部調整 した場所において修理をする。

22 修理作業基準
当該器材の製造会社の社内基準・規格による。

2.3 作業要領
2.3.1 作業内容

修理作業基準に基づき、可搬式整備作業台が正常に運用できるようにする。

a)修 理
可搬式整備作業台の点検、部品交換及び修理を行う。

b)機能検査
作業完了後に可搬式整備作業台を稼働させ、機能検査を実施する。

|



3 品質保証
3.1 検査

検査は官側検査官立会いの下、機能点検を実施 し合否を判定する。

3.2 保証

作業完了から3ヶ 月とし、この期間に発生する修理作業で整備 した範囲内の不具合等は、

実施業者の責任において無償で修理を行 うものとする。

4 仕様書に対する疑義
この仕様書の内容について疑義が生 じた場合は、契約担当官等に申し出てその指示を受ける

ものとするc

5 秘密保全
請負業者は、この契約の履行にあたり直接または間接にかかわらず知 り得た事項の管理に万

全を期するとと1)に、別途利用その他への公表などは、官側の承認なく行ってはならない。ま

た、契約終了後 1)同様とする。

6 その他
6.1 作業中、駐屯地の施設を破損又は汚損 したときは、受託者の責任において速やかに修復す
る。

6.2 本仕様書の規定 しない事項は、契約業者の規定する仕様及び社内規定並びに商習慣とす
る。



作成年月日 :令和 7年 6月  3日
仕 様 書 番 号 :厚 -5号

業務隊長
厚生科長 厚生班長 宿舎係

起案

体育館バスケットゴール設置役務

表紙を含む 4枚

役務件名 体育館バスケットゴール設置役務 図面番号 1/4

図面名称 表 紙 縮尺

陸上自衛隊 木更津駐屯地業務隊 厚生科



仕  様

役務件名

体育館バスケットゴール設置役務

役務場所

千葉県木更津市吾妻地先 木更津駐屯地体育館
3 役務概要
バスケットゴールの設置

4 -般事項
(1)本仕様書は陸上自衛隊木更津駐屯地で実施する「体育館バスケットゴール設置役務」に

ついて、必要な事項を規定する。

(2)本仕様書の記載事項に疑義が生じた場合は、全て監督官と協議する。

(3)現場の納まり及び取り合わせ等により軽微な変更の必要性が生じた場合は監督官と協議

し、その指示により実施すること。但し、原則として請負金額
の増減、納期の延期はしな

い 。

(4)本役務により発生した産業廃棄物等は、全て請負業者が責任をもつて適切に処分し、

マニフェス トE票 (写 し)を速やかに官側に提出すること。

(5)使用材料は、各種公共役務標準仕様書に示す規格に適合したもの及び
「国等による環境

物品等の調達の推進等に関する法律 (グ リーン購入法)を標準とし、現場に搬入後、官側

の検査を受けて合格した物を使用すること。

(6)請負業者は現場代理人及び主任技術者を指名し、関係諸法令に従い本役務の施工計画を

作成、工程管理、品質管理及び作業に従事する者の技術上の指導監督を行 う
とともに、常

に整理整頓を行い、特に危険個所の点検を行 う等の事故防止に努めること。尚、役務災害

等は請負業者が自らその責任を負 うこと。

(7)設計図書に示された機能及び目的を完全に満たし、実施に当たつて当然必要と思われる

事項は、官側の指示を受け受注者の責任において実施すること。また、作業中既存
部分等

に損傷を与えた場合は、受注者の責任において復旧を実施するほか、それに伴う損害
を

補償しなければならない。

(8)仮設材料以外の材料は全て新品とし、」IS規格等の適用品とする。これらの適用品

以外の物については、監督官と協議すること。

(9)写真は作業前、作業中、作業後、隠ぺいとなる箇所、材料搬入、主要な作業段階の実施

状況、その他監督官の指示により計測等を実施した箇所の写真を撮影す
ること。また、役

務完了後は速やかに原版と共に整理し提出すること。

(10)土 日及び祝日は原貝1作業不能日をするが、官側の指示による。

(11)本役務において、外国人の作業員については認めない。

(12)本役務において、役務受注者が役務従事者との下請負契約を実施する場合は、着手後速やか

に施工体制台帳を提示し、官側の確認を得ること。また官側より是正を求められ
た場合は速や

かに是正し、再提示すること。

発生した廃材については、業者の責任で回収処分すること。

入札前に確実に現場確認を実施すること。

作業終了後は、確実に清掃を実施すること。

細部については、官側と現場で調整すること。

書
5 特記事項
(1)実施事項は次の通りとし 細部は官側と調整すること。

番  号 実 施 事 項

1

バスケットゴールの設置 (設置場所補強含む)

senoh 壁面固定折畳式バスケット装置 又は同等品以上
数量 l SET(1コ ート分)

2 点検、清掃

役務件名 体育館バスケットゴール設置役務 図面番号 2//4

図面名称 仕様書 縮尺

陸上自衛隊 木更津駐屯地業務隊 厚生科



la
r1
l\.

( -'--"'
'i
) ".*tE*q" )

´」

で

ヽ
・
″
」

げ

一 価
鰐
■

軋

車 率 博

「

~~~壕
偽歯 S=‖ on.～        1

□ 薗

私4●研 i彎

体育館バスケットゴール設置役務

体育館案内図

陸上自衛隊 木更津駐屯地 厚生科




